
平成29年度第４回地方独立行政法人市立秋田総合病院評価委員会会議記録

議 題：１ 地方独立行政法人市立秋田総合病院平成28年度業務実績評価書

について

２ その他

日 時：平成29年８月24日（木）14:55～15:05

場 所：秋田市役所５階第２委員会室

出 席 者：【評価委員】鈴木委員、中澤委員、野口委員、河野委員、佐藤委員

【事 務 局】辻福祉保健部長、渡部福祉保健部次長、近藤福祉総務

課長、三浦参事、石川主査主査、福田主査

議 事

開 会

事務局 ただいまから、平成29年度第４回「地方独立行政法

人市立秋田総合病院評価委員会」を開会する。

本日の会議は、全委員が出席であり、地方独立行政

法人市立秋田総合病院評価委員会条例第６条に規定す

る定足数を満たしていることを報告する。

議事については鈴木委員長が進行する。

【議事(1)】 地方独立行政法人市立秋田総合病院平成28年度業務

実績評価書について

委員長 それでは、次第にしたがい議事を進行する。

議事(1)の「地方独立行政法人市立秋田総合病院平成

28年度業務実績評価書について」事務局からの説明を

願う。

事務局 業務実績評価書の案について説明する。はじめに、

業務実績評価書の１ページ、２ページに評価基準につ

いて記載している。各事業年度に係る評価は、「項目

別評価」と「全体評価」により行うこととなってお

り、項目別評価についてはこれまでの評価委員会にお

いて、法人が行った自己評価の妥当性を検証してき

た。項目別評価結果概要では、平成28年度の小項目の

評価、連番45の「医業外収入の確保」について、法人

の評価はⅢであったが、評価委員会としては、「利用

者の利便性を図った結果として自販機の売り上げが下

がったため建物貸付料が減少したものであるが、利用



者の利便性は向上しているため委員会としての評価を

Ⅳとする。」と評価を変更している。また、 52項目の

小項目の評価結果について、中期計画の項目別に合わ

せ、評価基準によりＳからＤの評価に当てはめたもの

が、右欄の項目別評価になる。さらに、項目別評価の

詳細については、４ページから７ページに記載してい

る。全８項目の評価結果は、２ページに定めている評

価基準により、評価区分ⅤからⅠの個数により自動的

に算出しており、特筆すべき点として、それぞれの項

目から特徴のある点や、評価の高かったものを中心に

ピックアップして記載している。次に、３ページの全

体評価についてであるが、全体評価は項目別評価結果

を踏まえ、事業の実施状況、財務状況および法人のマ

ネジメントの観点から活動全体について定性的に評価

を行った。平成28年度業務実績については、年度計画

に定めた項目が概ね実施されているとしている。これ

は、大項目の評価基準においてＢ未満の評価がなかっ

たためである。また、積極的な取組が確認できた項目

を、「○」として記載している。具体的には、次の５

項目として、良質で安全な医療の提供、医療に関する

調査研究、人材の確保と育成、地域医療への貢献、災

害時の体制強化を対象とした。次に、財務状況につい

てであるが、中期計画に記載されている経常収支比率

の１００％以上を達成していること、また、後発医薬

品への切替による経費削減を記載している。次に、法

人のマネジメントについては、概ね順調に実施してい

ると認められるものの、全職員が受講予定の研修で一

部未受講のケースが見受けられるとし、引き続き計画

の実施において、適切な進捗管理に努められたいとし

ている。最後に、中期計画の達成状況について、項目

別評価の全８項目において、Ａ評価が４項目、Ｂ評価

が４項目となった。説明は以上である。

委員長 ただいまの説明に対して質問はあるか。

【質疑なし】

委員長 それでは、平成28年度業務実績評価について、本委

員会では原案のとおりでよろしいか。



（異議なし）

委員長 平成28年度業務実績評価は、原案どおりとする。

【議事(2)】 その他

委員長 それでは、議事(2)「その他」について、事務局から

今後の予定について説明願う。

事務局 事務局から今後の予定について報告する。

今回の評価結果については、法人に通知後、市長に

報告を行う。その後、市長から議会への報告を行う

が、その際には、ホームページへの公開と市政記者室

への情報提供も行う。

また、平成 29年６月９日に地方独立行政法人法の一

部が改正され、平成 30年４月１日より施行されること

となっている。今回の改正では、中期目標の評価者が

市長に変更になるなど、評価委員会のあり方が大きく

見直されている改正となっている。今回の改正に伴

い、市立秋田総合病院の定款を変更する必要があるこ

とから、定款の変更のため、評価委員会を開催し、意

見を聞くことになる。今年度中に、評価委員会を開催

することとなるが、日程等については現在検討中であ

り、追って連絡する。なお、今後の評価委員会のあり

方等については、次回の評価委員会の際に、詳細を報

告する予定である。

委員長 以上で本日の議事を終了する。

閉 会

委員長 委員各位には、これまでご尽力いただき感謝する。

平成29年度第４回地方独立行政法人市立秋田総合病

院評価委員会を終了する。


